
当組合の苦情処理措置 ・紛争解決措置等の概要について

当組合 では、お客様 によ り一層の ご満足 をいただ けるよ う、お取引に係 るご苦情

等 を受付 けてお りますので、お気軽 にお 申 し出 くだ さい。

*苦 情等 とは、当組合との取引に関する照会 ・相談 ・要望 ・苦情 ・紛争のいずれかに該当す

るもの及びこれ らに準ずるものをいいます。

[当 組合へのお申出先1

「お取 引先 店 舗 」 また は 「総 務 部 お客様 相 談 窓 口」 にお願 いい た します。

総務 部 お 客様 相 談 窓 口

住 所:島 根 県 益 田市 駅前 町14番23号

電 話 番 号:0856・22・3030

E-mai1:masushin@beach.ocn.ne.jp

受 付 時 間:午 前9時 ～ 午後5時

(土 日 ・祝 日お よび金 融機 関 の休 日を除 く)

▽

苦情等のお 申 し出は当信用組合 のほか、しん くみ苦情等相談所 をは じめ とす る他

の機 関で も受 け付 けてい ます(詳 しくは、当組合 お客様相談窓 口へ ご相談 くだ さい)。

名 称 しんくみ苦情等相談所((社)全 国信用組合中央協会)

住 所 〒104-0031東 京 都 中央 区京 橋1-9-1

電話番号 03・3567・2456

受 付 目

時 間

月 ～ 金(祝 日及 び金 融機 関休 業 日を除 く)

9:00～17:00

相談所は、公平 ・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得た うえ、

当該の信用組合に対 し迅速な解決を要請 します。

▼

東京弁護士会、第一東京弁護 士会、第二東京弁護士会が設置運営す る仲裁セ ンター

等 で紛争の解決 を図 ることも可能ですので、当組合お客様相談 窓 口または しん くみ苦

情等相談所へお 申 し出 くだ さい。

また、お客様 が直接 、仲裁 セ ンター等へ 申 し出 ることも可能です。

名 称
東京弁護士会

紛争解決センター

第一東京弁護士会

仲裁センター

第二東京弁護士会

仲裁センター

住 所
〒100-0013

東 京都 千代 田 区霞 ヶ関1-1-3

〒100-0013

東京 都 千代 田 区霞 ヶ関1-1-3

〒100-0013

東京 都 千 代 田区霞 ヶ 関1-1-3

電 話 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249

受付 日

時 間

月 ～ 金(除 祝 日 、 年 末 年 始)

9:30～12:00、13:00～15:00

月 ～ 金(除 祝 目 、 年 末 年 始)

10:00～12:00、13:00～16:00

月 ～ 金(除 祝 日、 年 末 年 始)

9:30～12:00、13:00～17:00



当組 合は、 お客様か らのお申出について、以下の とお り金融ADR制 度 も踏まえ、

内部管理態勢等 を整備 して迅速 ・公平 ・適切な対応 を図 り、もって 当組合 に対するお

客様 の信頼の向上に努めます 。

1.お 客様 か らの苦情等 については、本支店またはお客様相談窓 口で受 け付 けます。

2.お 申 し出いただいた苦情等 は、事情 ・事実関係 を調査す るとともに、必要 に応

じ関係 部署 との連携 を図 り、公正 ・迅速 ・誠実に対応 し、解決 に努 めます。

3.苦 情等 の受付 ・対応 に当た っては、個人情報保護 に関す る法律や ガイ ドライ ン

等 に沿い、適切 に取 り扱いいた します。

4.お 客様 か らの苦情等のお 申 し出は、 しん くみ苦情等相談所 をは じめ とす る他

の機 関で も受 け付 けています ので、内容や ご要望等 に応 じて適切 な機関 をご紹介

し、その標準的 な手続等の情報 を提供 します。

5.紛 争解決 を図 るため、弁護士会が設置運営す る仲裁 セ ンター等を利用す るこ と

が 出来ます。その際は、しん くみ苦情等相 談所 の規則等 を遵守 し解決 に取組みま

す。

6顧 客サポー ト等に係 る情報 の集約、苦情等 に対す る対応 の進捗状況お よび処理

指示 につ いては、総務部が一元的 に管理 します。

7.反 社会的勢力 による苦情等を装 った圧力 に対 しては、規程等 に基づ き、必要に

応 じ警察等関係機 関 との連携 を とった上、断固たる対応 を とります。

8.苦 情等 に対応す るため、研修等 によ り関連規程 等に基づ き業務が運営 され るよ

う、組合 内に周知 ・徹底 を図 ります。

9.苦 情等 の内容 について分析 し、調査 を行 った苦情等 の発生原 因を把握 した上、

苦情等 の再発 防止、未然防止 に向けた取組み を不断に行い ます。


